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事実の概要

　１　亡Ａ（死亡当時 60 代後半）は、介護福祉士
資格を有し、平成 25 年 8 月家政婦紹介業及び訪
問介護事業を営む訴外Ｂ社にて家政婦登録を行
い、また、同社と非常勤の訪問介護ヘルパーとし
て雇用契約を締結した。なお、Ｂ社は、訪問介
護ヘルパーの賃金基準額を 1時間 2,000 円、1泊
16,000 円としていた。
　Ｂ社は、家政婦業務を紹介するにあたっての賃
金基準額は、上記訪問介護ヘルパーと同じ額を提
示していたが、登録家政婦は、求人者と面接等に
よって具体的な労働条件を決めた上で雇用契約を
締結していた。

　２　1週間の休暇を取得する家政婦兼訪問介護
ヘルパーに代わって、重度の認知症を有し、寝た
きりの状態にある訴外Ｃに対し、平成 27 年 5 月
20 日から 27 日朝までＣ宅にて住み込みで家事業
務及び介護業務への従事を打診されたことから、
亡Ａはこれに応じた。前者（家事業務）はＣの息
子である訴外Ｄと雇用契約を締結し、後者（介護
業務）はＢ社の訪問介護ヘルパーとして従事した。
　亡Ａは、午前 0時から 5 時までの休憩時間を
除く 19 時間のうち、計 4時間 30 分（具体的には
午前 8時から 9時 40 分、午後 0時から 13 時 10 分、
15 時 30 分から 16 時 40 分、20 時から 20 時 30 分）
に介護業務、それ以外の時間に 2時間おきのお

むつ交換（昼間 8回、夜 2回）、Ｄの食事の支度、
買い物、家の掃除等の家事業務に従事した。Ｃに
は強い介護忌避があり、大声で悪口を述べること
もあった。Ｄは、介護の方法や実施時間等につい
て、訪問介護計画とは別に指示を出していたこと
から、亡Ａは同計画どおりに介護を行うことがで
きないことが多かった。

　３　亡Ａは、同月27日朝にこれら業務が終わっ
た後、同日 15 時半ごろに訪れた入浴施設内のサ
ウナ内で倒れ、急性心筋梗塞又は心停止（以下「本
件疾病」という）によって死亡した。亡Ａには特
段の既往症、飲酒習慣や喫煙歴はなく、また、一
般定期健康診断での異常は見られなかった。

　４　亡Ａの死亡は業務に起因するものであると
して、亡Ａの夫である原告ＸはＳ労働者災害補償
保険審査官に対し、労働者災害補償保険法（以下
「労災保険法」という）に基づく遺族補償給付及び
葬祭料の各給付を請求した。しかし、処分行政庁
であるＳ労働基準監督署長は、平成 30 年 1月 16
日、亡Ａは、労働基準法（以下「労基法」という）
116 条 2項に定める家事使用人に該当することか
ら、同法の適用が除外され、また、労災保険法も
適用されないとして、Ｘの各請求につき不支給処
分をした。Ｘは、Ｔ労働者災害補償保険審査官に
審査請求を行ったところ、同年 9月 4 日、棄却
する旨決定し、さらに、同審査官の決定を不服と
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して再審査請求を行ったが、令和元年 9月 11 日、
労働保険審査会は同請求を棄却する旨の裁決をし
た。Ｘは、原処分である不支給決定の取消を求め
て、被告Ｙ（国）を相手取って訴訟を起こした。

判決の要旨

　請求棄却。
　１　(1)　亡Ａが従事していた業務のうち、介
護業務についてはＢ社の業務として提供されてい
たものといえるが、「家事業務については亡Ａと
Ｄとの間の雇用契約に基づいて提供されていたも
のといえるから」、Ｂ社の業務と認めることはで
きない。
　Ｘによる、家政婦兼訪問介護ヘルパーが要介護
者宅に住み込みで勤務する場合、家政婦としての
業務と訪問介護ヘルパーとしての業務は区別され
ておらず、これら業務は一体として提供されてい
たから、いずれもＢ社の業務に当たるとの主張に
対しては、Ｂ社がＤに代わって作成した求人票兼
労働条件通知書の基本給欄には、家事業務の賃金
にくわえ、介護業務の利用料金も合算された金額
が記載されていたこと、雇用主（求人者）からＢ
社に対し、紹介手数料及び家政婦業務の賃金分が
振り込まれ、Ｂ社が紹介手数料を控除した残額を
登録家政婦に支払ったことがあった。
　しかし、家政婦としての業務は、求人者と登録
家政婦との間で雇用契約の締結が予定されてお
り、介護業務と家事業務とで使用者が異なること
は明確であったと認められる。くわえて、登録家
政婦には、Ｂ社の職業紹介に応じるか否かについ
て諾否の自由があり、Ｂ社が賃金の基準額を求人
者に提示していた事情があったとしても、労働条
件は求人者との交渉によって決める機会はあっ
たことが認められるのであって、「要介護者宅の
要望や注意事項の伝達、要介護者と登録家政婦と
のトラブルの仲介等の域を超えて」、Ｂ社が、家
政婦業務に関し、「登録家政婦に対して指揮命令
をしていたと認めるに足りる的確な証拠はない」。
以上から、亡ＡとＢ社との間に介護業務にくわえ
て家事業務も含んだ雇用契約が締結されたとのＸ
の主張は採用することができない。
　(2)　Ｃ宅におけるＡの業務のうち、家事業務
は、Ｄとの間で「締結された雇用契約に基づく業
務であり、当該業務の種類、性質も家事一般を内

容とするものであるから、当該業務との関係で
は、亡Ａは労基法 116 条 2項所定の『家事使用人』
に該当するものといわざるを得ない」。
　その一方、介護業務はＢ社の業務と認められる
が、「当該業務との関係では、亡Ａが労基法 116
条 2 項所定の『家事使用人』に該当するとはい
えない」ことから、処分行政庁であるＳ労働基準
監督署長が、「亡Ａが労基法 116 条 2 項の『家事
使用人』に該当することのみを理由に」不支給処
分を行った点については、「同規定の適用を誤っ
た違法があるものといわざるを得ない」。

　２　(1)　「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（た
だし、負傷に起因するものを除く。）の業務起因
性の有無については認定基準が措定されていると
ころ、……認定基準は、……裁判所において被災
労働者の脳血管疾患及び虚血性心疾患等の発症の
有無及びその原因となった労働災害との間の相当
因果関係（業務起因性）の有無を判断するに当たっ
ても、一定程度参考とするのが相当である」。
　(2)　亡Ａは、Ｃ宅での介護業務はＢ社の従業
員として稼働していたといえるが、家事業務はＤ
との間の雇用契約に基づき行っていたのであるか
ら、Ｂ社の業務であったとは認められない。そも
そも「労働者災害補償保険に係る保険関係は、事
業主の行う事業ないし事業場を単位として成立す
るものとされており……労災保険法上の保険給付
の業務起因性の有無を判定するに際し、複数の事
業場の業務を競合させ又は一括して考慮すること
を予定されて」いない。ゆえに、「労災保険給付
の支給要件である業務起因性の有無も当該使用者
に係る事業ないし事業場を単位として判定するこ
とが予定されていたと解され」、家事業務はＢ社
の業務ではないことから、「当該業務と本件疾病
の発病との間の業務起因性については検討の対象
にはならない」。したがって、Ｂ社の従業員とし
て行った介護業務と本件疾病の発病との業務起因
性を検討することとするが、亡ＡがＣ宅での業務
以前に恒常的に長時間の勤務を行っていたとは認
められず、また、当該業務に係る「総勤務時間は、
168 時間（24 時間× 7日）の拘束時間のうちの
31 時間 30 分（4 時間 30 分× 7 日）にとどまる
ことになり、その業務時間や業務量が特に過剰で
あったとか、著しい疲労の蓄積をもたらすもので
あったとは認め難く、認定基準に即してみても、
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亡Ａが短期間の過重業務や長期間の過重業務に就
労していたとは認められない」。以上から、亡Ａ
がＢ社の「業務に内在又は通常随伴する危険の現
実化として本件疾病を発症して死亡したと認める
ことは困難」である。
　くわえて、Ｄから介護の方法等について細かく
指示され、Ｃも介護忌避が強かったといえるが、
こうした事情を考慮したとしても、亡Ａは訪問介
護計画書に基づく業務を行っているのであって、
さらに、介護福祉士資格を有し、訪問介護につい
て一定の知識経験を有していたことから、「平均
的な労働者を基準としてみたときに、上記の事情
に起因する心理的負荷が、客観的にみて、また、
医学経験則に照らして過重な精神的負荷であった
とまでは認め難い」。

判例の解説

　一　本判決の背景及び意義
　１　本判決の背景
　労基法 116 条 2 項にいう家事使用人とは、家
事一般に使用される労働者であるが１）、労働の態
様がその他の事業とは異なっていたこと（同法制
定当初は適用事業の範囲に関する 8条に定められて
いた）２）や、国家が家庭という私的領域に労基法
適用という形で介入するのは不適当であり、また、
労働時間の算定が難しいことから、同法の適用が
除外されたとされる３）。これまで家政婦に代表さ
れる家事使用人の数は多くなかったため、同法適
用除外の妥当性が正面から労働法学において議論
されてはこなかったといえよう４）。
　行政解釈によれば、家事使用人に該当するかに
ついては、作業の種類等を勘案して具体的に当該
労働者の実態により決定すべきであり（「法第 116
条第 2項の『家事使用人』」〈昭 63・3・14 基発 150 号、
平 11・3・31 基発 168 号〉）、また、いずれの業務
に主として従事するかにより、家事使用人に当た
るか否か決するとされている（「看護婦見習」につ
いての昭 24・4・13 基収 886 号）。
　これまで家事使用人に該当するかが争われた
裁判例としては、東京地判平 24・2・8（LEX/
DB25480489）、福生ふれあいの友事件（東京地立
川支判平 25・2・13 労判 1074 号 62 頁）、医療法人
衣明会事件（東京地判平 25・9・11労判 1085 号 60頁）
がある。これら裁判例では、上記行政解釈を前提

として、労働者の実態によって家事使用人該当性
が判断されているといえよう。

　２　本判決の意義
　本判決は、登録家政婦及び非常勤の訪問介護ヘ
ルパーとして家事業務及び訪問介護業務に従事
し、いわゆる過労死した者が労災保険法上の受給
対象となるかが争われている。本判決も、業務の
実態を考慮に入れて判断している点は、これまで
家事使用人該当性が争われた裁判例と同様の立場
に立っている。
　その上で、本判決は、第 1に家政婦紹介所兼訪
問介護事業所から紹介を受け、登録家政婦として
家事業務を行い、当該事業所と雇用契約を結び訪
問介護ヘルパーとして介護業務を行った場合、前
者は家事使用人に該当するが、後者は該当しない、
第 2に労基法上の家事使用人に該当し、同法の
適用が除外される結果、労災保険法も適用されな
い、第 3に業務起因性の有無に関して、事業又
は事業場単位で判定されるべきものであって、本
件ではＢ社の従業員として行っていた業務のみが
考慮される、と述べた点に意義が認められよう。

　二　労基法上の家事使用人該当性
　本判決は、亡Ａの業務を家事業務と介護業務に
分けた上で、前者はＣの息子であるＤと雇用契約
を結び、その業務は家事一般であるから、当該業
務に従事する限りにおいて、亡Ａは労基法上の家
事使用人であると述べている。なるほど、たしか
に契約の相手方や亡Ａが従事した家事業務を機械
的にとらえるならば、こうした結論が導かれるか
もしれない。しかし、以下に述べるように、家事
業務に対するＢ社の関与の実態及び亡Ａの同業務
の中身を見るならば、はたしてそう結論づけてよ
いのか疑いが残る。
　まず、①求人票兼労働条件通知書の基本給欄に
は、両業務で合算された金額が記載され、②Ｂ社
が紹介手数料を控除した残額を登録家政婦に支
払ったことがある旨認定されているが、これらの
事実は、両業務で使用者が異なることは明確であ
り、さらに、登録家政婦には諾否の自由があった
として、Ｂ社が亡Ａに指揮命令を行っていたとの
主張は否定されている。
　しかし、そもそもＢ社が提示する介護業務の基
準額と家事業務の基準額はいずれも同じ額（1時
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間 2,000 円、1 泊 16,000 円）であるが、これらは
あくまで「基準額」であるから、家事業務につき、
求人者と登録家政婦の交渉により最終的には異な
る金額で合意することはあろう。だが、③両業務
の基準額をあらかじめ提示した上で、④家事業務
の当該額を介護業務のそれと同額とし、⑤要介護
者宅の要望や注意事項の伝達、要介護者と登録家
政婦とのトラブルの仲介等を行っていること、さ
らに、前記①及び②も考慮に入れると、亡Ａの行
う家事業務についても、Ｂ社が指揮命令を行って
いたと考えることができよう（前掲医療法人衣明
会事件では、使用者が時間管理を行い、労働者がシ
フト制により業務に従事していたことから、家事使
用人には当たらないとした）。
　くわえて、亡Ａの業務全体を見ると、休憩時間
を除く 19 時間のうち、介護業務に費やす時間は
4時間半にすぎず、残りの大半は家事業務を行っ
ているとされている。たしかに、業務のほとんど
は家事業務であり、亡Ａは主として同業務に従事
しているのであるから、家事使用人に該当するこ
とになろう（前掲昭 24・4・13 基収 886 号参照）。
だが、その業務内容を詳しく見るならば、ただち
にはこうした結論にはならないと解される。とい
うのは、Ｄへの食事の支度や家の掃除は家事業務
といえようが、（買い物すべてではなく）少なくと
もＣの買い物やおむつ交換は介護業務といえるの
であって、実際には介護業務に該当する業務が便
宜的に家事業務とされていると評価することがで
きるからである。このように、Ｂ社は亡Ａに指揮
命令を行っていること、また、亡Ａによる家事業
務には実際には介護業務も含まれていることも合
わせ考えるならば、はたして亡Ａが家事使用人に
該当するかはきわめて疑問である。

　三　労災保険法の適用と業務起因性
　複数就業者への適用を認めた 2020 年労災保険
法改正前である本件では、保険関係は事業又は事
業場を単位として成立することから、業務起因性
の有無もその単位で判定する旨本判決は述べてい
るが、これは、従来の裁判例（国・淀川労基署長〈脳
内出血発症〉事件〈大阪地判平 29・3・13 労働判例
ジャーナル 64 号 38 頁〉）の判断を踏まえたものと
解される。たしかに、複数の使用者の下で労務を
提供しているという点だけ見るならば、国・淀川
労基署長事件も本件も同じであるが、本件におい

ては、亡Ａは、業務によって契約の相手方が異なっ
ても、Ｃ宅という同じ場所で労務を提供している。
このように、同事件や 2020 年労災保険法改正で
新設された複数事業労働者では、異なる使用者の
下（であろうから当然に）異なる場所で労務を提
供する者が想定されているのであって、本件にお
ける亡Ａとは異なるのであるから、必ずしも同事
件の判断を踏襲すべき必然性はない。
　また、本判決は、「複数の事業場の業務を競合
させ又は一括して考慮することを予定されて」い
ないことから、業務起因性の判定にあたり、Ｂ社
の従業員として行った介護業務のみを対象として
いる。しかし、亡ＡはＣ宅という同じ場所でいず
れの業務にも従事し、くわえて、二で述べたよう
に、現実には家事業務には本来ならば介護業務と
して行われるべきもの（おむつ交換等）も含まれ
ている。こうしたことを考慮すると、同一の場所
で同じ人物が労務を提供する以上、両業務を判然
と分けて行うことができると考えるのはあまりに
形式的にすぎるだろう。すでに指摘されているよ
うに、労災保険法の趣旨から、業務起因性の判定
にあたり、使用者単位ではなく、労働者単位で行
うとするのが妥当な場合もあろう５）。本件のよう
に、契約の相手方が異なっていたとしても、業務
に従事する場所が同一である等の場合には、労働
者単位で判定し、適切な解決を図るのが妥当なよ
うに思われる。
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１）厚生労働省労働基準局編『労働基準法（下）令和 3年版』
（労務行政、2022 年）1160 頁。
２）寺本廣作『改正労働基準法の解説』（時事通信社、
1952 年）232 頁。

３）坂井博美「労働基準法制定過程にみる戦後初期の『家
事使用人』観――労働・家庭・ジェンダー」ジェンダー
研究 16 号（2014 年）45 頁。

４）有泉亨『労働基準法』（有斐閣、1963 年）43～44 頁、
下井隆史ほか『コンメンタール労働基準法』（有斐閣、
1979 年）27～28 頁［山口浩一郎執筆部分］等。

５）水町勇一郎「家政婦兼訪問介護ヘルパーへの労災保険
法の適用」ジュリ 1578 号（2022 年）5頁。


